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法令改正に伴う主な改定点

平成26年８⽉11⽇
⽂部科学省
⾼等教育局⻑通知

法学未修者教育の充実
基準２－１－５
基準３－３－１
基準４－２－１

平成27年３⽉31⽇
細⽬省令改正

客観的な指標
基準１－１－２
基準６－２－２６－２－３

付記事項の対象拡⼤
年次報告書

3

法令改正以外の主な改定点

到達⽬標

科⽬区分
適性試験

基準２－１－２
３－２－１
４－１－１

基準２－１－３
基準６－１－４

厳格かつ客観的に実施
基準４－１－１

成績評価

専任教員の取扱い 教員配置の弾⼒化
基準８－２－１

考え⽅を
明確化
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基準１－１－２ 解釈指針１－１－２－１
教育の理念及び⽬標の達成状況

【要綱４⾴ 新旧５⾴】

司法試験の合格状況
法曹としての活動状況
修了者の進路及び活動状況
に基づいて

達成状況を判断
学⽣の学業成績
在籍状況
その他必要な事項 を勘案して

学⽣の学業成績及び在籍状況は、⾃⼰点検及び評価項⽬

5

基準１－１－２ 解釈指針１－１－２－２
司法試験合格率に関する指標（１）

【要綱５⾴ 新旧５⾴】

１－１－２－２（１）
５年間の各年度の司法試験合格率
全国平均２分の１を下回っていないか

１－１－２－２（２）
５年間の修了者の司法試験合格率
全国平均２分の１を下回っていないか

指標に該当
→基準不適合の
可能性が⾼い

個別の事情を勘案
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基準１－１－２ 解釈指針１－１－２－３
司法試験合格率に関する指標（２）

【要綱５⾴ 新旧６⾴】

１－１－２－３
５年間の修了者の司法試験合格率
７割以上となることが望ましい

優れた特徴と評価

→７割未満不適合
ではない

「望ましい」解釈指針を充⾜すると優れた特徴と評価
【要綱２⾴】

このほかの「望ましい」解釈指針
４－１－２－２ ８－２－１－３ 11－１－１－４
４－２－１－２ ８－３－１－１ 11－２－１－２

7

基準２－１－１ ４－３－１ ６－１－４
⾶び⼊学制度の活⽤

【要綱６ 25 30⾴ 新旧７ 32 39⾴】

【参考資料】
中教審法科⼤学院特別委員会（第63回）資料６

法科⼤学院教育の
段階性及び完結性

解釈指針２－１－１－２
カリキュラム編成
学修指導の配慮が必要

法学既修者認定

適性及び能⼒の確認

解釈指針４－３－１－４
実施時期対象科⽬を適切
に判断する
解釈指針６－１－４－４

学部成績などを勘案
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基準２－１－２
到達⽬標の設定

【要綱６⾴ 新旧８⾴】

「共通的な到達⽬標モデル」
が存在する科⽬

到達⽬標を設定
モデルと同程度以上
の内容及び⽔準

「共通的な到達⽬標モデル」
が存在しない科⽬

概括的に⽰した
⽬標を設定

9

基準２－１－３
科⽬区分の明確化

【要綱７⾴ 新旧８⾴】

７法の基本分野
→ 教育の内容が発展的・応⽤的であっても 法律基本科⽬

７法以外の実定法
法律基本科⽬との混在を禁⽌するものではない

７法の分野について、将来の法曹としての実務に
共通して必要とされる基本分野を対象とする授業科⽬

展開・先端科⽬

７法の各分野の理解を主眼
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基準２－１－４ 解釈指針２－１－４－１
法律基本科⽬の基本分野

【要綱９⾴ 新旧11⾴】

７法の分野について、将来の法曹としての
実務に共通して必要とされる基本分野

法律基本科⽬

授業を通じて修得させる
必要がある内容
→必修科⽬

⾃学⾃習に委ねる内容

11

基準２－１－５
法律基本科⽬の必修総単位数の上限

【要綱９⾴ 新旧11⾴】

【原則】
法律基本科⽬の必修総単位数 上限 62単位

【法学未修者１年次及び２年次】
法律基本科⽬の必修総単位数 上限 72単位
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基準２－１－６
法律実務基礎科⽬の必修⼜は選択必修科⽬

【要綱10⾴ 新旧12⾴】

法曹倫理 ２単位
⺠事訴訟実務の基礎 ２単位
刑事訴訟実務の基礎 ２単位

必修科⽬

模擬裁判
ローヤリング
クリニック
エクスターンシップ
公法系訴訟実務の基礎
その他の法律実務基礎科⽬
基準２－１－６（１）の授業科⽬は除く

４単位
必修

⼜は

選択必修

13

基準２－１－８ 解釈指針２－１－８－１
展開・先端科⽬の履修

【要綱12⾴ 新旧14⾴】

⼗分な数

特定の分野に偏った履修は適切ではない
多様な内容の授業科⽬を履修できるような⼯夫が必要

養成しようとする法曹像
に適った内容

多様な授業科⽬の開設
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基準３－２－１
到達⽬標の周知

【要綱15⾴ 新旧16⾴】

到達⽬標を踏まえ 授業の進⾏

授業で取り上げない内容 ⾃学⾃習の指⽰

到達⽬標の設定 学⽣に周知

15

解釈指針３－２－１－４
法学未修者の法律基本科⽬の授業形態

【要綱16⾴ 新旧17⾴】

法学未修者１年次は授業⽅法の⼯夫が必要

講義形式を排除しないが、講義形式がより適切
だとする趣旨でもない

法律基本科⽬ 双⽅向的⼜は多⽅向的な討論
形式が基本
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基準３－２－１ 解釈指針３－２－１－５
受験技術優先の指導に偏した教育の禁⽌

【要綱16⾴ 新旧17⾴】

事実認定・論点抽出・論理構成
修得のために過去問を使⽤ 可能

【参考資料】
中教審法科⼤学院特別委員会（第63回）資料７
中教審法科⼤学院特別委員会（平成19年11⽉）報告資料

受験技術優先の指導に偏した教育 適切ではない

17

基準３－３－１
履修科⽬登録単位数の上限

進級が認められた場合の再履修科⽬は４単位まで可
いずれの年次も44単位を超えることはできない

【要綱17⾴ 新旧19⾴】

年次 法学未修者 法学既修者

１年次
原則 36単位
例外 法律基本科⽬ ８単位

２年次
原則 36単位
例外 ①実習 ４単位

②法律基本科⽬ ８単位
①実習 ４単位
②３-３-１(１)イ ６単位

３年次 原則 44単位
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基準４－１－１
成績評価

【要綱19⾴ 新旧23⾴】

期末試験の実施に当たって 筆記試験を実施

再試験の実施に当たって 救済措置でないこと

到達⽬標を踏まえ設定された
達成度に照らし

客観的かつ厳正に
成績評価を⾏う

19

基準４－２－１（２）
⼗分な実務経験を有する者の取扱い

【要綱23⾴ 新旧29⾴】

例 租税法の実務経験者 法律基本科⽬の
履修に代替可

４単位を上限

展開・先端科⽬
に読替可

租税法開設の有無は問わない

代替された単位の取扱い
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基準４－２－１（３）
法律基本科⽬以外の科⽬の修得単位数

【要綱23⾴ 新旧29⾴】

【２巡⽬まで】

修了要件単位数の３分の１以上

【３巡⽬から】

31単位以上

法律基本科⽬の必修総単位数は従来どおり62単位が上限

21

基準４－３－１
法律科⽬試験

【要綱25⾴ 新旧31⾴】

法律科⽬試験の各科⽬について 最低基準点の設定

他機関が実施する法律科⽬試験 認められない
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基準４－３－１
法学既修者認定

【要綱25⾴ 新旧31⾴】

最低履修免除単位数 20単位

⼀括して免除する⽅法 ⼀度の試験で認定

⾶び⼊学の取扱い
⼀括免除の例外あり

⼊試の時点で20単位免除必要

【法学既修者認定の例】
１年次配当の法律基本科⽬ ６科⽬ 26単位の場合
通常の学部⽣ ６科⽬ 26単位
⾶び⼊学者 ４科⽬ 20単位（20単位を下回ることは不可）

→ 残りの２科⽬ ６単位を⼊学までに実施可

23

基準６－１－４
適性試験の⼊学最低基準点

【要綱30⾴ 新旧39⾴】

適性試験の⼊学最低基準点 総受験者の下位15％

受験者への周知 必要
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基準６－２－１ 解釈指針６－２－１－１
収容定員

【要綱31⾴ 新旧41⾴】

【原則】
収容定員 ⼊学定員の３倍

【⼊学定員が異なる場合】
収容定員

直近３か年分の総和
例

平成27年度⼊学定員 40⼈
平成26年度⼊学定員 60⼈
平成25年度⼊学定員 60⼈

収容定員 160⼈

25

基準６－２－２ ６－２－３
⼊学者選抜に関する指標

【要綱31⾴ 新旧41⾴】

⼊試競争倍率
２倍を下回っていないか

⼊学定員充⾜率
50％を下回っていないか

⼊学者数
10⼈を下回っていないか

指標に該当
→基準不適合の
可能性が⾼い

個別の事情を勘案
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基準８－２－１
専任教員（１）

専任教員（他専攻等兼務含む）は教員組織調査の対象

【要綱39⾴ 新旧47⾴】

専任教員を12⼈必要とされる法科⼤学院の例

15⼈の専任教員を配置

研究者教員 ９⼈ 実務家教員 ３⼈

専属専任教員 12⼈ 他専攻等の専任教員兼務
３⼈

専⾨職⼤学院設置基準で必要とされる数 余剰分

27

基準８－２－１
専任教員（２）

【要綱39⾴ 新旧47⾴】

分類 種別

専任教員
専属専任教員

研究者・専任教員 研・専
実務家・専任教員 実・専
実務家・みなし専任教員 実・み

専属以外の専任教員（他専攻等の専任教員） 専・他

専属専任教員
専⾨職⼤学院設置基準で必要とされる数に基づ
く規定は専属専任教員が必要
基準上、専属専任教員と明記

専任教員（専・他含む） 専任教員に求められる規定はすべて適⽤
例 教員組織調査 授業負担 サバティカル等
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基準10－１－１ 解釈指針10－１－１－４
図書館職員

【要綱45⾴ 新旧54⾴】

専⾨的な能⼒を
備えた職員

図書の維持・管理・収集
司書 等

法情報調査に関する
基本的素養を備えた
職員

学⽣に随時助⾔できる者

29

基準１１－２－１
情報の公表

【要綱48⾴ 新旧57⾴】

解釈指針11－２－１－１12項⽬ 要公表

適切な体制を整えて

公表媒体

法科⼤学院として
組織的に対応

ウェブサイト等

学⽣便覧 シラバス 学⽣募集要項をウェブで公表することで代替可

12項⽬の公表状況 対応関係を明確
に⾃⼰評価
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７ 評価実施後の法科⼤学院における
教育活動等の質の確保

【要綱57⾴ 新旧67⾴】

対象評価基準 調査年度に適⽤される評価基準

調査範囲

付記事項の対象

重点基準

教育課程
教員組織
その他法科⼤学院の教育活動全般
に関する重要な変更⼜は状況の変化

31

年次報告書（１）

⽬的 重点基準の適合性確認
付記事項の確認

付記事項の例
修了要件単位数の変更
⼊学定員の変更
法律基本科⽬担当専任教員不在

実施時期 毎年度実施
次の本評価を受けるまで実施
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32

年次報告書（２）

３．教育課程及び教育⽅法

【年次報告書作成要領13〜16⾴】

（１）開設授業科⽬数 基準２－１－３〜２－１－８
基準４－２－１の確認

（２）開設法律実務基礎科⽬ 基準２－１－６の確認

（３）授業時間等の設定 基準２－１－９の確認

33

年次報告書（３）

５．⼊学者選抜

【年次報告書作成要領24〜25⾴】

（３）⼊学者選抜の実施状況 直近の実績を記⼊

（５）⼊学者選抜の改善 調査年度を含めた今後
の予定を記⼊

調査年度実施分の⼊試で⼊学定員を変更する場合
（５）に記⼊
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年次報告書（４）

６．修了者の進路及び活動状況

【年次報告書作成要領26〜28⾴】

（２）（３）
法学未修者・既修者

標準修業年限修了者を
記⼊

（１）司法試験の合格状況 本評価の様式２－２と同⼀

35

訪問調査 修了者⾯談

【訪問調査実施要項４⾴】

当該⼤学の教職員
修了者⾯談には含めない

弁護⼠チューター等

関係者としての発⾔が含まれる可能性があるため
中⽴な⽴場での発⾔が期待できないため

⼀般教員等との⾯談に含めることは可能




